
寄付金等取扱規程 

 
第１章 目的等 

 

（目的） 

第１条 この規程は、公益財団法人佐賀県スポーツ協会（以下「本協会」という。）が受領する寄 

付金に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義等） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。 

（１）一般寄付金 本協会の事業並びに運営を円滑に進めることを目的とするもので、本協会の会 

員を含む広く一般社会に常時募金活動を行うことにより受領する寄付金をいう。 

（２）特定寄付金 広く一般社会に使途を特定して一定期間募金活動を行うことにより受領する寄 

付金をいう。 

（３）特別寄付金 前各号のほか、個人又は団体から使途指定又は運用方法について条件を付され 

て受領する寄付金をいう。 

（４）ＳＳＰ基金寄付 ＳＡＧＡスポーツピラミッド構想（以下「ＳＳＰ構想」という。）を推進す

るとともに、併せもって本協会の目的を達成するための事業を展開することを目的とするもの

で、本協会の会員を含む広く一般社会に常時募金活動を行うことにより受領する寄付金をいう。 

２ この規程における寄付金は、原則として金銭にて受領するものとする。 

 

 第２章 一般寄付金 

 

（一般寄付金の募集） 

第３条 本協会は、常時一般寄付金を募ることができる。 

２ 寄付金総額の２０％以上を公益目的事業に使用することとして募集しなければならない。 

３ 一般寄付金は、理事会において必要と認める額を必要な時期に使用するものとする。 

４ 一般寄付金を事業に充当する時期は、毎年度の収支予算において定めるものとする。 

 

（受領書等の送付） 

第４条 一般寄付金を受領したときは、遅滞無く礼状、公益法人認定書の写し、受領書を寄付者に

送付するものとする。 

２ 前項の受領書には、寄付金額及び使途、必要に応じ公益目的事業に充当する割合、並びにその 

受領年月日を記載するものとする。 

 

第３章 特定寄付金 

 

（特定寄付金の募集） 

第５条 特定寄付金を募集するときは、募集総額、募集期間、募集方法、募集理由、次項に規定す 

る資金使途及びその他必要な事項を説明した書面（以下「募金目論見書」という。）を理事会に 

提出し、承認を求めなければならない。 

２ 特定寄付金は適正な募集経費を控除した残額の総額を、公益目的事業の全部又は一部に使用す 

ることとして資金使途を定めなければならない。この場合、適正な募集経費は募集総額の３０％ 

以下でなければならない。 

 

 

 



（募金目論見書の交付等） 

第６条 特定寄付金を募集するときは、募金目論見書を募金の対象者に事前に交付しなければなら 

ない。 

２ 前項にかかわらず、ホームページにおいて募金目論見書を公開し、これに賛同して寄付した者 

へは事後に交付することができる。 

 

（受領書等の送付） 

第７条 特定寄付金を受領したときは、遅滞無く礼状、公益法人認定書の写し、受領書を寄付者に

送付するものとする。 

２ 前項の受領書には、寄付金額及び使途、必要に応じ公益目的事業に充当する割合、並びにその 

受領年月日を記載するものとする。 

 

（特定寄付金に係る募金結果の報告） 

第８条 本協会は、特定寄付金の募集期間終了後、速やかに寄付金総額、使途予定その他、必要な 

事項を記載する報告書を寄付者に交付するものとする。ただし、ホームページ上の公開に代える 

ことができる。 

２ 本協会は、特定寄付金の支出が終了したときは、当該寄付金の支出に係る収支決算書及び当該 

支出による効果などを記載した報告書を寄付者に交付するものとする。ただし、ホームページ上 

の公開に代えることができる。 

 

第４章 特別寄付金 

 

（特別寄付金） 

第９条 本協会は、個人又は団体より特別寄付金を受領することができる。 

２ 前項の寄付金について寄付者から資金使途及び寄付金の管理方法について条件が付されてい 

るときは、その受領につき理事会の承認を求めなければならない。 

３ 寄付金が次の各号に該当する場合、若しくはそのおそれがある場合には、当該寄付金を辞退し 

なければならない。 

（１）国、地方公共団体、公益法人及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第５ 

条第１７号に規定する者以外の個人又は団体がその寄付により、特別の利益を受ける場合。 

（２）寄付者がその寄付をしたことにより、税の不当な軽減をきたす結果となる場合。 

（３）寄付金の受け入れに起因して、本協会が著しく資金負担が生ずる場合。 

（４）前３号に掲げる場合のほか、本協会の業務の遂行上支障があると認められるもの及び本協会 

が受け入れるには社会通念上不適当と認められる場合。 

４ 特別寄付金を受領したときは、遅滞無く礼状、公益法人認定書の写し、受領書を寄付者に送付 

するものとする。 

 

 第５章 ＳＳＰ基金寄付 

 

（ＳＳＰ基金寄付の募集） 

第１０条 本協会は、常時ＳＳＰ基金寄付を募ることができる。 

２ ＳＳＰ基金寄付は、本協会「公益財団法人佐賀県スポーツ協会ＳＳＰ基金設置規程」に基づき、

適正に事務手続きを行うものとする。 

 

（受領書等の送付） 

第１１条 ＳＳＰ基金寄付を受領したときは、遅滞なく礼状、公益法人認定書の写し、受領書を寄

付者に送付するものとする。ただし、５千円未満の募金者（個人、企業・団体等）及び特定でき

ない者を除く。 

 



（ＳＳＰ基金エグゼクティブパートナー） 

第１２条 ＳＳＰ基金エグゼクティブパートナーとは、ＳＳＰ基金寄付を通算２０００万円以上拠

出した企業、団体、個人等をいう。 

２ ＳＳＰ基金エグゼクティブパートナーは、次の特典を享受することができる。 

（１）ＳＡＧＡスポーツピラミッド・ホームページへの掲載 

（２）スポーツ協会発行物の提供（年２回） 

（３）企業・団体名等をスポーツ会館ロビーに掲示 

（４）本協会のロゴマーク使用 

（５）免税措置 

（６）各種スポーツ式典行事等への参加招待 

（７）佐賀県内公共スポーツ施設に企業・団体名等広告掲載ポスターを掲示 

（８）本協会ホームページへのバナー広告掲載 

（９）その他、広告物等への企業・団体名等の紹介 

 

（ＳＳＰ基金スーパーダイヤモンドパートナー） 

第１３条 ＳＳＰ基金スーパーダイヤモンドパートナーとは、ＳＳＰ基金寄付を通算１０００万円

以上拠出した企業、団体、個人等をいう。 

２ ＳＳＰ基金スーパーダイヤモンドパートナーは、第１２条第２項の（１）～（９）の特典を享

受することができる。 

 

（ＳＳＰ基金ダイヤモンドパートナー） 

第１４条 ＳＳＰ基金ダイヤモンドパートナーとは、ＳＳＰ基金寄付を通算５００万円以上拠出し

た企業、団体、個人等をいう。 

２ ＳＳＰ基金ダイヤモンドパートナーは、第１２条第２項の（１）～（９）の特典を享受するこ

とができる。 

 

（ＳＳＰ基金ゴールドパートナー） 

第１５条 ＳＳＰ基金ゴールドパートナーとは、ＳＳＰ基金寄付を通算３００万円以上拠出した企

業、団体、個人等をいう。 

２ ＳＳＰ基金ゴールドパートナーは、第１２条第２項の（１）～（９）の特典を享受することが

できる。 

 

（ＳＳＰ基金プラチナパートナー） 

第１６条 ＳＳＰ基金プラチナパートナーとは、ＳＳＰ基金寄付を単年１００万円以上拠出した企

業、団体、個人等をいう。 

２ ＳＳＰ基金プラチナパートナーは、第１２条第２項の（１）～（９）の特典を享受することが

できる。 

 

（ＳＳＰ基金オフィシャルパートナー） 

第１７条 ＳＳＰ基金オフィシャルパートナーとは、ＳＳＰ基金寄付を単年５０万円以上拠出した

企業、団体、個人等をいう。 

２ ＳＳＰ基金オフィシャルパートナーは、第１２条第２項の（１）～（９）の特典を享受するこ

とができる。 

 

（賛助会員） 

第１８条 賛助会員とは、別途定める賛助会員等規程の目的に賛同し、入会した者をいい、その納

入された会費はＳＳＰ基金寄付として取り扱うものとする。 

２ 賛助会員の特典等については、賛助会員等規程に定めるとおりとする。 

 



（運用益金の処理） 

第１９条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。 

２ 前項の収益は、生じてから１０年以内に消費するものとする。 

 

 第６章 その他 

 

（情報公開） 

第２０条 本協会が受領する寄付金については、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する

法律施行規則第２２条第５項各号に定める事項について、事務所への備置及び閲覧等の措置を講

じるものとする。 

 

（個人情報保護） 

第２１条 寄付者に関する個人情報については、別に定める個人情報保護方針に基づき、細心の注 

意を払って情報管理に努めるものとする。 

 

（改廃） 

第２２条 この規程の改廃は、理事会の議決を経て行う。 

 

附  則 

１ この規程は、平成３１年４月１日から施行する。 

２ この規程に関し、必要な事項は別に定める。 

３ 令和元年６月５日一部改正、６月２４日施行。 
４ 令和元年８月２３日一部改正、同日施行。 

５ 令和２年３月５日一部改正、同日施行。 

６ 令和３年６月４日一部改正、同日施行。 

７ 令和６年６月７日一部改正、同日施行。 

８ 令和８年３月２日一部改正、同日施行。 


